検査証明書の取扱いに係る手順書＜モデル＞
会社名（事業所名）：
責任者名：
連絡先：
作成日：
目的
本手順書は、家畜伝染病予防法第37条の検査証明書を取り扱う部署において、検査証明書を適正に管理し、動物検疫所への申請を適正かつ円滑に行うことを目的とする。

定義
　担当部門は、動物検疫所に提出する検査証明書を取り扱う部署のことをいう。
　責任者は、担当部門の責任者のことをいう。
　検疫所は、厚生労働省検疫所のことをいう。

１　検査証明書の管理体制
（１）担当部門は、輸入者から検査証明書を受領した際に、動物検疫所及び検疫所への提出の要否に加え、真贋性及び記載内容に不備がないことを確認する。あわせて、受領日、受領枚数及び受領者を記録する。
（２）担当部門は、受領した検査証明書を紛失や部外者による盗難のおそれがない所定の保管場所において輸入検査申請番号と紐づけて管理する。また、検査証明書を所定の保管場所から移動させる場合には、その持出し者、持出し先及びその日時を記録する。

２　輸入検査申請業務の手順
（１）担当部門は、動物検疫所への輸入検査申請を行う貨物に係る検査証明書について、厚生労働省検疫所への提出の要否を確認する。厚生労働省検疫所への提出が不要な場合には、検査証明書の原本を動物検疫所に提出する。
（２）担当部門は、厚生労働省検疫所に検査証明書の原本を提出する場合には、当該原本を判読可能な解像度（200dpi以上）でPDF化し、電子データとして所定の記録場所に保存したうえで、動物検疫所への輸入検査申請に添付して提出する。なお、検査証明書の差替え等により、厚生労働省検疫所に提出する検査証明書に変更が生じた場合には、速やかに動物検疫所に連絡する。
　
３　検査証明書取扱記録の管理
（１）担当部門は、検査証明書の取扱記録として、動物検疫所の輸入検査申請番号及び輸入検疫証明書発行日並びに厚生労働省検疫所の食品等輸入届出番号及び届出済証発行日を記録する。
（２）検査証明書取扱記録の保存期間は、動物検疫所に申請を提出してから２年間とする。また、適正な管理が継続的に実施されていることを定期的に確認する。
（３）担当部門は、動物検疫所からの求めがあった場合には、検査証明書の提示、食品等輸入届出済証等の提示、取扱記録の提出その他必要な協力を行う。
